
 役員等報酬に関する規程 

 

       社会福祉法人東京児童福祉協会 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人東京児童福祉協会（以下、「法人」という。）の役 

 員等の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、法人の評議員選任・解任委員、評議員、理事、監事及び相談役 

（以下「役員等」という。）に適用する。 

 

（出席報酬及び支給方法） 

第３条 法人の役員等が評議員選任・解任委員会、評議員会、理事会又は役員会（以下

「役員会等」という。）へ出席又は招請した場合は、次により報酬を支給する。但し、

法人及び施設の常勤職員である役員等（第４条が適用された者を含む。）には支給しな

い。 

（１） 役員会等への出席１回につき１０，０００円（当該金額は、源泉徴収所得税 

  額を控除した後の金額とする。）とし、交通費を含むものとする。 

（２） 監事監査に係る業務については３０，０００円（当該金額は、源泉徴収所得 

  税額を控除した後の金額とする。）とし、交通費を含むものとする。 

（３） その他法人の業務に関して招請した場合は、上記（１）と同様とする。 

２．第１項による報酬は、役員会等へ出席又は招請した都度に支給する。 

 

（勤務報酬及び支給方法） 

第４条 理事長が役員会等（出席）以外の日（おおむね週１日程度の日）において、法人 

 及び施設の運営のための業務に当った場合は、報酬として月額 １００，０００円（当 

 該金額は、源泉徴収所得税額を控除した後の金額とする。）及び交通費の実費を支給す 

る。 

２．第１項による報酬等の支給方法は、職員の例に準ずる。 

 

（改正） 

第５条 この規程の改正は、評議員会において行う。 

 

（附則） この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

（附則） この改定規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

（附則） この改定規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

（附則） この改定規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

（附則） この改定規程は、平成２９年１月５日から施行する。 

   

 


